
◎18歳以下の児童を養育する子育て世帯等への給付金
◆ 対象者
  18歳以下の児童を養育する子育て世帯等
◆ 金 額 
  児童１人当たり５千円

◆ 受付・支給時期
  ３月上旬から支給対象者へ通知書等発送予定 
  →３月下旬から順次支給予定

子育て世帯給付金支給費 【255,463千円】



◆ 対象者
  子どもの居場所づくり実施者
 

◆ 対象経費 
  ①食料費 ②食品衛生責任者養成講習会受講料
◆ 金 額 
  ①支援実績に応じて７万円～15万円 ②１万円

◎子ども食堂等の子どもの居場所づくり実施者への支援金

子どもの未来応援費 【1,170千円】


